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公害紛争の迅速・適正な解決

公害とは
　「公害」	は、環境基本法により、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわ
たる①大気の汚染、②水質の汚濁、③土壌の汚染、④騒音、⑤振動、⑥地盤の沈下及び⑦
悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること、と定義されており、この
①から⑦までの 7種類は、“典型 7公害”と呼ばれています。
公害紛争処理の対象は、これらの公害に関係する紛争です。例えば、低周波音による紛

争も騒音	・振動に関係するものと考えられる場合は、対象になります。
　また、「相当範囲にわたる」	については、ある程度の広がりがあれば、被害者が1人の場
合でもこの制度の対象となりますが、単なる相隣関係の問題については、対象とならない
こともあります。

典型７公害
①大気汚染 ②水質汚濁 ③土壌汚染

④騒音 ⑤振動

⑥地盤沈下 ⑦悪臭
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公害紛争処理制度のしくみ
公害紛争の迅速 ・適正な解決を図るため、司法的解決とは別に公害紛争処理法に基づき

公害紛争処理制度が設けられています。公害紛争を処理する機関としては、市区町村の公
害苦情相談窓口、都道府県の公害審査会等及び国の公害等調整委員会が置かれており、情
報交換などを通じ、相互の連携を図ることで、公害紛争処理制度全体として解決力の総和
を高めています。
　各機関では、公害紛争処理制度で解決されるべき紛争が未解決のまま放置されないよう、
特色を活かした運用を行い、適切な事件を汲み上げるとともに、解決が困難な事案につい
てはふさわしい機関で処理されるよう、相互の連携と役割分担を図っています。

公害紛争事件の管轄
都道府県公害審査会等 公害等調整委員会

【調停、あっせん及び仲裁】
右の重大事件、広域処理事件及
び県際事件以外の全ての事件

※都道府県公害審査会等は裁定
を行いません。

【調停、あっせん及び仲裁】
重大事件 大気汚染、水質汚濁により著しい被害が生

じ、かつ被害が相当多数の者に及び、又は
及ぶおそれのある次の事件
（1）生命、身体に重大な被害が生じる事件
（2）被害の総額が５億円以上の事件

広域処理事件 航空機や新幹線に係る騒音事件
県際事件 複数の都道府県にまたがる事件

【裁　定】
全ての事件

公害紛争処理の流れ

公害紛争処理制度による解決 司法的解決

公害問題で困った場合

公害紛争公害苦情

都道府県、市区町村の
公害担当課等の窓口

公害苦情処理担当職員
による処理

話合いによる解決が
望ましい身近な事件等

都道府県
公害審査会等

公害等調整委員会

解決に高い専門性が求められる複雑な事件
や、権利関係の判断が必要な事件等

調停等 調停等 裁定

引引継継
（重大事件等）

連連携携

裁判所

判決
調停

（相談）
（
争
い
に
な
っ
た
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合
）

（申請） （申請）

（訴えの提起等）
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